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第103期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第103期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいます 
ようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）により議決権
を行使することができます。
　書面により議決権を行使される場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討 
くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成26年６月25日 

（水曜日）午後６時までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
　電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合も同様に株主総会参考書類 
をご検討くださいまして、後記の「インターネットにより議決権行使をされる場合のお手続き
および取扱い等について」（42頁）をご高覧のうえ、平成26年６月25日（水曜日）午後６時
までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　時　　平成26年６月26日（木曜日）午前10時
２．場　所　　広島市中区紙屋町一丁目３番８号　当行本店７階集会室
３．目的事項
　　報告事項　　　第103期（平成25年 4 月 1 日から

平成26年 3 月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類
　　　　　　　　　ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　決議事項
　　　第１号議案　剰余金処分の件
　　　第２号議案　取締役２名選任の件
　　　第３号議案　監査役１名選任の件

以　上1



 
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますよう
お願い申しあげます。

◎ 次の事項につきましては、法令ならびに当行定款第17条の規定に基づき、インターネット上
の当行ウェブサイト（アドレス http://www.hirogin.co.jp/）に掲載しておりますので、 
本招集ご通知には記載しておりません。

　①個別注記表（計算書類の注記）
　②連結注記表（連結計算書類の注記）
　 したがって、本招集ご通知の計算書類および連結計算書類は、会計監査人および監査役会が

監査報告書を作成するに際して監査をした計算書類および連結計算書類の一部であります。
◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当行ウェブサイト（アドレス http://www.hirogin.co.jp/）に掲載させ
ていただきます。
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１　当行の現況に関する事項
　（1） 事業の経過及び成果等
　　 〔主要な事業内容〕
　　 　当行は、広島県に本店を置き、隣接する岡山県、山口県、愛媛県を含めた４県を中心と

する地域の金融機関として、充実したネットワークを活かし、預金業務、貸出業務、内国
為替業務、外国為替業務、信託業務に加え、投資信託や保険商品の窓口販売業務などの総
合金融サービスを提供しております。

　　 〔経済金融環境〕
　　 　平成25年度におけるわが国経済は、日本銀行の金融緩和策や政府の経済政策により円安

や株高が進むとともに、輸出や生産が緩やかに持ち直すなか企業収益が総じて増加するな
ど、堅調に推移しました。また、家計においても、雇用・所得環境が持ち直したほか、消
費増税前の駆け込み需要等により個人消費や住宅投資が活発となるなど、景気は概ね回復
傾向を辿りました。

　　 　当地方の経済は、全国と同様に、円安効果等から主力の自動車産業を中心に輸出や生産
活動が回復するなか、企業業績も大幅に改善しました。また、家計部門においても、雇
用・所得環境が緩やかに持ち直すなか、個人消費が底堅く推移するなど、全体として景気
回復の動きが続きました。

　　 　こうしたなか、金融面では、短期金利は金融緩和が続くなかで、0.04％台〜0.09％台
で推移しました。長期金利は国債の需給環境の改善等を背景に、0.4％台〜0.9％台の低水
準で推移しました。

　　 〔事業の経過及び成果〕
　　 　このような経済金融環境のもと、当行は、平成24年度からスタートさせた「中期計画

2012〜改革への挑戦〜」の２年目を、「地域社会との強い信頼関係で結ばれた、頼りがい
のある＜ひろぎんグループ＞を構築する」という経営ビジョンの実現に向け、お客さま第

（添付書類）

第103期（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）事業報告
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一主義に徹した営業を展開するなかで、地域に密着した総合金融サービスの提供に努めて
まいりました。

　　 　営業面では、お客さまのニーズにタイムリーかつスピーディーにお応えするため投資信
託等の商品構成を充実させたほか、「＜ひろぎん＞カープ 祝クライマックスシリーズ進出
定期預金キャンペーン」や「 ＜ひろぎん＞サンフレッチェ広島Jリーグ２連覇おめでとう
キャンペーン」等の地域に根ざしたキャンペーンを実施するとともに、新しい商品・サー
ビスの提供等も積極的に行いました。個人のお客さま向けとして、「＜ひろぎん＞教育資
金贈与預金（愛称：まごころ）」や「＜ひろぎん＞バリューローン予約型」等を創設した
ほか、法人や個人事業主のお客さま向けとして、「＜ひろぎん＞メディカルサポートロー
ン」や「＜ひろぎん＞中小企業経営力強化融資制度（おまとめプラン）」等の取り扱いを
開始しました。また、平成25年７月にはシンガポール駐在員事務所を新設し、成長著しい
ASEAN地域へのお取引先企業の事業展開をサポートする体制を強化しました。

　　 　店舗につきましては、23年ぶりの広島県外への新規出店となる岡山西支店が、新店舗竣
工に先駆けて平成25年11月より岡山南支店内で営業を開始したほか、東京支店と大州支
店の移転・建替を実施しました。また、お客さまの利便性の向上に向け、休日営業店舗の
拡大等を実施したほか、店舗内へのWi-Fi（公衆無線LAN）スポットの設置など、お客さ
まにより一層満足してご利用いただける店舗・窓口づくりを進めてまいりました。店舗外
現金自動設備につきましては、期中11ヵ所を新設した一方で11ヵ所を廃止し、期末現在
で318ヵ所を設置しております。また、「コンビニATMサービス」として共同利用できる
店舗外現金自動設備は、期中2,055ヵ所増加して期末現在、全国で41,108ヵ所（うち広
島県内961ヵ所）となりました。

　　 　地域経済の活性化に向けた活動では、お取引先企業の成長ステージにおける様々な経営
課題やビジネスニーズにお応えするため、全国の有力地方銀行８行と「地域再生・活性化
ネットワークに関する協定書」を締結し、各行が有する情報・ネットワークを活用した最
適なソリューションをご提供する体制を整えました。

　　 　また、CSR（企業の社会的責任）の一環として、当行従事者による「ひろぎんの里山」
での植樹や「キッズ・マネースクール」・「ライフプランセミナー」などの各年代層に応じ
た金融教育支援を実施し、地域社会の一員として、コミュニティ活動やボランティア活動
にも積極的に取り組んでおります。

　　 　以上のように、株主及びお取引先の皆さま方の力強いご支援のもと、全行をあげて収益
力の強化と経営基盤の拡充を図り、経営の合理化に努めました結果、次のような業績を収
めることができました。
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　　 （預　　金）
　　 　預金は、地域密着型の営業の展開及び店頭営業力の強化により、個人・法人預金が順調

に増加したことを主因に、期中2,556億円増加して、期末残高は６兆1,881億円となりま
した。

　　 （貸 出 金）
　　 　貸出金は、資金ニーズへの積極的な対応により、個人向け貸出や中小企業向け貸出が増

加したことを主因に、期中1,595億円増加して、期末残高は４兆8,046億円となりました。

　　 （有価証券）
　　 　有価証券は、市場動向に配意した運用に努めました結果、国債等が減少したことを主因

に、期中751億円減少して、期末残高は１兆9,891億円となりました。

　　 （外国為替取扱高）
　　 　外国為替取扱高は、資本取引が減少したことを主因に、前期比35億12百万ドル減少して、

175億26百万ドルとなりました。

　　 （損益状況）
　　 　損益につきましては、資金の効率的な運用・調達、役務取引の推進、経営全般に亘る合

理化に鋭意努め、収益力の強化を図ることはもとより、お取引先への経営改善支援を強化
するなど、与信管理の徹底等を図りました結果、経常利益は、前期比84億85百万円増加
して381億38百万円、当期純利益は、前期比57億7百万円増加して224億50百万円とな
りました。なお、連結経常利益は、前年度比71億88百万円増加して393億95百万円、連
結当期純利益は、前年度比54億77百万円増加して228億82百万円となりました。
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　　 〔当行の対処すべき課題〕
　　 　国内経済は、円安や株高が進むとともに、輸出や生産が緩やかに持ち直すなか企業収益

が総じて増加するなど、堅調に推移しました。また、家計においても消費増税前の駆け込
み需要等により個人消費や住宅投資が活発となるなど、景気は概ね回復傾向を辿りました。

　　 　広島県についても、円安効果等により主力の自動車産業を中心とする輸出や生産活動が
回復し、企業業績が大幅に改善しました。

　　 　こうした状況の下、平成25年度の当行の業績につきましては、貸出金利の低下による貸
出金利息の減少はあったものの、預り資産関連収益の増加や事業再生・経営改善支援への
積極的な取り組みによる与信費用の減少等により、当期純利益は前年を上回ることができ
ました。

　　 　本年度は、計画期間３ヵ年の「中期計画2012〜改革への挑戦〜」の最終年度であり、
その総仕上げを行うとともに、将来の持続的成長に向けて新たな挑戦をスタートする重要
な一年と考えております。当行の目指す「ファースト・コール・バンク」の実現に向け、
役職員全員がお客さま第一主義を徹底し、お客さまの期待を超える金融サービスの提供に
努めてまいります。

　　 　加えて、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置づけ、役職員一丸となって
徹底を図るとともに、金融犯罪の未然防止や説明義務の徹底など、お客さま保護への取り
組みを強化してまいります。あわせて、グループ会社も含め、反社会的勢力等との関係遮
断に引き続き努めてまいります。

　　 　また、明るく働きがいのある企業づくりのため、女性の管理職・監督職への登用にも積
極的に取り組んでおり、お客さまへの細やかな気配りと、より質の高い商品・サービスの
提供に、引き続きつなげてまいります。

　　 　さらに、当行では地域のリーディングバンクとして地域経済の発展に貢献するとの考え
から、「ひろしまベンチャー育成基金」を通じた助成等によるベンチャー企業の支援や、
地域開発および地元観光施策へ当行のネットワーク・ソリューションの提供を行うととも
に、社会貢献や環境保全といったCSR活動にも積極的に取り組んでおります。

　　 　これらの取り組みを通じて、全てのステークホルダーから信頼される、頼りがいのある
＜ひろぎんグループ＞を構築してまいります。

　　 　株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご鞭撻を賜りますようお願い申しあげ
ます。
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　（2） 財産及び損益の状況
（単位：億円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
預 金 55,608 57,646 59,325 61,881

定 期 性 預 金 22,406 22,517 22,602 23,354
そ の 他 33,201 35,128 36,722 38,526

社 債 850 700 700 500
貸 出 金 43,650 44,670 46,451 48,046

個 人 向 け 9,260 9,262 9,438 9,796

中 小 企 業 向 け 20,697 21,251 21,876 22,628

そ の 他 13,692 14,156 15,136 15,620
特 定 取 引 資 産

（トレーディング資産） 457 320 155 125
特 定 取 引 負 債

（トレーディング負債） 429 298 132 103

有 価 証 券 15,788 18,129 20,642 19,891
国 債 10,097 11,439 12,568 11,283
そ の 他 5,690 6,689 8,074 8,608

総 資 産 63,991 66,498 70,595 72,009
内 国 為 替 取 扱 高 570,448 567,917 571,142 576,933

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル
19,921 21,543 21,038 17,526

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
22,967 26,197 29,653 38,138

当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
13,219 13,389 16,743 22,450

１株当たりの当期純利益 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭
21　40 21　66 27　03 36　18

信 託 財 産 312 267 301 311

信 託 報 酬 百万円 百万円 百万円 百万円
153 121 108 109

（注） １.  記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
 ２.   １株当たりの当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で

除して算出しております。
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　（参考）連結業績の推移
（単位：億円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

連 結 経 常 収 益 1,450 1,301 1,323 1,437

連 結 経 常 利 益 246 277 322 393

連 結 当 期 純 利 益 137 138 174 228

連 結 純 資 産 額 3,090 3,274 3,663 3,585

連 結 総 資 産 63,898 66,506 70,616 72,055
（注） 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

　（3） 使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 3,325人 3,344人

平 均 年 齢 40 年11月 40 年 6 月

平 均 勤 続 年 数 17 年10月 17 年 5 月

平 均 給 与 月 額 415千円 426千円
（注） １.  平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
 ２.  使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。
 ３.  平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

招
集
ご
通
知

計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

8

事
業
報
告



　（4） 営業所等の状況
　　イ　営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末

広 島 県 137 店 うち出張所
（　18　） 137 店 うち出張所

（　18　）
岡 山 県 10 （   ―   ） 9 （   ―   ）

山 口 県 7 （   ―   ） 7 （   ―   ）

島 根 県 1 （   ―   ） 1 （   ―   ）

愛 媛 県 6 （   ―   ） 6 （   ―   ）

福 岡 県 2 （   ―   ） 2 （   ―   ）

兵 庫 県 2 （   ―   ） 2 （   ―   ）

大 阪 府 1 （   ―   ） 1 （   ―   ）

愛 知 県 1 （   ―   ） 1 （   ―   ）

東 京 都 1 （   ―   ） 1 （   ―   ）

国 内 計 168 （　18　） 167 （　18　）

海 外 ― （   ―   ） ― （   ―   ）

合 計 168 （　18　） 167 （　18　）
（注） 上記のほか当年度末において、駐在員事務所、店舗外現金自動設備を次のとおり設置しております。

当 年 度 末 前 年 度 末

駐 在 員 事 務 所 3ヵ所 2ヵ所

店 舗 外 現 金 自 動 設 備 41,426ヵ所 39,371ヵ所
  なお、上記の店舗外現金自動設備には、株式会社セブン銀行、株式会社イーネット、株式会社ローソン・ 

エイティエム・ネットワークス等との提携（以下、コンビニATMという。）による共同の店舗外現金自動設
備を41,108ヵ所（前年度末39,053ヵ所）含んでおります。
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　　ロ　当年度新設営業所
営業所名 所在地

岡 山 西 支 店 岡 山 県 岡 山 市 北 区 大 供 一 丁 目 ３ 番 ３ 号
（注） 上記のほか、当年度において次のとおり店舗外現金自動設備を11ヵ所新設いたしました。

  （コンビニATMを除く）
三 島 支 店 ハ ロ ー ズ 土 居 店 出 張 所 （愛媛県四国中央市土居町）
尾 道 栗 原 支 店 日 東 電 工 出 張 所 （広 島 県 尾 道 市 美 ノ 郷 町）
矢 野 支 店 パ ル テ ィ ・ フ ジ 坂 出 張 所 （広 島 県 安 芸 郡 坂 町）
大 竹 支 店 ゆ め マ ー ト 西 栄 出 張 所 （広 島 県 大 竹 市 西 栄）
福 山 営 業 本 部 福 山 駅 前 出 張 所 （広 島 県 福 山 市 三 之 丸 町）
広島駅北口支店ゆめマート二葉の里出張所 （広 島 県 広 島 市 東 区）
尾道栗原支店M A T E 三成店出張所 （広 島 県 尾 道 市 美 ノ 郷 町）
大 竹 支 店 広 島 西 医 療 セ ン タ ー 出 張 所 （広 島 県 大 竹 市 玖 波）
因 島 支 店 因 島 モ ー ル 出 張 所 （広島県尾道市因島田熊町）
川原石支店三和ストアー吉浦駅店出張所 （広 島 県 呉 市 吉 浦 中 町）
福 山 営 業 本 部 福 山 駅 出 張 所 （広 島 県 福 山 市 三 之 丸 町）

　また、当年度において福山営業本部福山ロッツ出張所、三島支店マック土居店出張所、矢野支店パル
ティ・フジ坂共同出張所、福山営業本部福山駅出張所、大州支店大州キャッシュコーナー出張所、広島
東支店ベスト電器B・B広島店出張所、本店営業部中国新聞ビルディング共同出張所、尾道栗原支店ゆ
きひろストアー三成店出張所、福山手城支店伊勢丘出張所、川原石支店吉浦出張所、福山営業本部福山
駅前出張所を廃止いたしました。
  （コンビニATMを除く）

　（5） 設備投資の状況
　　イ　設備投資の総額

（単位：百万円）

設 備 投 資 の 総 額 3,526

　　ロ　重要な設備の新設等
（単位：百万円）

内　　容 金　　額

店 舗 1,976

事 務 所 ほ か 1,549
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　（6） 重要な親会社及び子会社等の状況
　　イ　親会社の状況
　　　　重要な親会社については、該当ありません。

　　ロ　子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 設 立 年 月 日 資 本 金
当行が有する
子 会 社 等 の
議 決 権 比 率

その他

ひろぎん
ビジネスサポート
 株式会社

広島市中区紙屋町
 一丁目３番８号

電子計算機入力データの 
作成及び記帳事務等の事務
代行業務、連結決算業務

平成２年
 11月30日

百万円
40

％
100.00

ひろぎん
モーゲージサービス
 株式会社

広島市中区舟入中町
 ９番12号

担保不動産の調査・
評価業務

平成元年
 ８月24日

百万円
20

％
100.00

しまなみ債権回収
 株式会社

広島市中区銀山町
 ３番１号 債権管理回収業務 平成13年

 ６月１日
百万円

500
％

100.00

ひろぎん
ウェルスマネジメント
 株式会社

広島市中区舟入中町
 ９番12号 保険代理業務 平成17年

 10月１日
百万円

10
％

100.00

Hiroshima
Finance（Cayman）
 Limited

Ugland House,
P.O.Box 309,
George Town,
Grand Cayman,
Cayman Islands,
British West Indies

投融資業務 平成９年
 ７月１日

百万円
0

（1千米ドル）
％

100.00

Hiroshima
Preferred 
Capital Cayman 
 Limited

Ugland House,
P.O.Box 309,
George Town,
Grand Cayman,
Cayman Islands,
British West Indies

投融資業務 平成18年
 ８月７日

百万円
700

％
100.00

ひろぎん
ウツミ屋証券
 株式会社

広島市中区立町
 ２番30号 金融商品取引業務 平成19年

 ７月25日
百万円
6,100

％
50.00

ひろぎん保証
 株式会社

広島市中区十日市町
 一丁目３番34号

住宅ローン等の
信用保証業務

昭和53年
 ６月12日

百万円
30

％
28.57

ひろぎんリース
 株式会社

広島市中区本通
 ７番19号 リース業務 昭和55年

 10月17日
百万円
2,070

％
20.00
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会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 設 立 年 月 日 資 本 金
当行が有する
子 会 社 等 の
議 決 権 比 率

その他

ひろぎん
オートリース
 株式会社

広島市中区本通
 ７番19号

自動車等のリース
業務

平成４年
 ４月１日

百万円
10

％
―

ひろぎん
カードサービス
 株式会社

広島市中区銀山町
 ３番１号

クレジットカード発行
業務、消費者ローン
等の信用保証業務

昭和62年
 ４月20日

百万円
80

％
17.99

（注） １.  資本金は、単位未満を切り捨てて表示しております。
 ２.  当行が有する子会社等の議決権比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
 ３.  ひろぎんオートリース株式会社は、当行の関連法人等が議決権の100.00％を直接保有しております。
 ４.  当行の連結される子会社は6社、持分法適用の関連法人等は５社であります。
 ５.   Hiroshima Preferred Capital Cayman Limitedは、平成26年１月27日に優先出資証券300億円を償

還いたしました。

重要な業務提携の概況
　１.   地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ACS）を

行っております。
　２.   地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系統農協・信漁連

（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等の
サービス（略称MICS）を行っております。

　３.   地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称CNS）において、データ伝送の
方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各種データの授受のサービス等を
行っております。

　４.   もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫、信用組合広島商銀、
広島市信用組合、広島県信用組合、備後信用組合、両備信用組合、中国労働金庫、広島県信用農業協同組
合連合会及び会員農業協同組合とそれぞれ提携し、システムの共同利用により、口座引き落としによる代
金回収サービス（HIT−LINE代金回収サービス）を行っております。

　５.   株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・預入れのサービ
ス等を行っております。

　６.   株式会社セブン銀行との提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備
による現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

　７.   株式会社イーネットとの提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備
による現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

　８.   株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークスとの提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に
設置した共同設置現金自動設備による現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

　９.   株式会社イオン銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス等を行っ
ております。

  10.   株式会社りそな銀行、株式会社サークルKサンクス、富士通株式会社、富士通フロンテック株式会社及び
株式会社ゼロネットワークスとの提携（バンクタイム）により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置
した共同設置現金自動設備による現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。
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２　会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項
　（1） 会社役員の状況

（年度末現在）

氏　名 地位及び担当 重要な兼職 その他
⻆ 廣 　 勲 取締役会長（代表取締役）

池 田 晃 治 取締役頭取（代表取締役）
秘書室・東京事務所　担当

田 和 樹
専務取締役
法人営業部・国際営業部
公務営業部　担当

竹 内 万 博
専務取締役
個人営業部・業務サービス部
資金証券部　担当

⻆ 倉 博 志
常務取締役
コンプライアンス統括部・人事総務部
リスク統括部　担当

山 下 秀 雄 常務取締役
融資第一部・融資第二部　担当

塚 本 　 誠 常務取締役
営業統括部・融資企画部　担当

葊 田 　 亨 常務取締役東部統括本部長
東部統括本部　担当

川 﨑 弘 敬 取締役監査部長
監査部　担当

中 島 正 夫 取締役
総合企画部・事務統括部・IT統括部　担当

住 川 雅 洋 取締役（社外）
瀬 川 清 文 常任監査役（常勤）
水野上　広　司 常任監査役（常勤）

髙 木 誠 一 監査役（社外）
株式会社アンデルセン・パン
生活文化研究所
代表取締役会長

前 川 功 一 監査役（社外） 学校法人石田学園
広島経済大学　学長

武 井 康 年 監査役（社外）
弁護士法人広島総合法律会計
事務所　所長弁護士
広島ガス株式会社　社外監査役
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（注） １.   取締役の住川雅洋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
 ２.  監査役の髙木誠一、前川功一及び武井康年は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
 ３.   取締役の住川雅洋、監査役の前川功一及び武井康年は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であ

ります。
 ４.  平成26年４月１日付で次のとおり取締役の委嘱の変更を行いました。

氏　名 地位及び担当 重要な兼職 その他

川 﨑 弘 敬 取締役
監査部　担当

 ５.  当事業年度中に退任した役員は、以下のとおりであります。

退任時の会社における地位 氏　　名 退任日

専 務 取 締 役 小 山 幹 夫 平成25年６月26日（任期満了）

取 締 役 吉 井 昭 彦 平成25年６月26日（任期満了）

（参考）当行は執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、地位及び担当は次のとおりであります。
（年度末現在）

氏　名 地　位 担　当

山 藤 哲 也 執 行 役 員 徳山支店長

三 吉 吉 三 執 行 役 員 岡山支店長

小 嶋 泰 紀 執 行 役 員 西条支店長兼広島空港出張所長兼東広島市役所出張所長

吉 野 勇 治 執 行 役 員 東京支店長

松 谷 秀 伸 執 行 役 員 広島西支店長

有 木 敏 雄 執 行 役 員 福山営業本部本部長兼営業推進部長

小 川 　 実 執 行 役 員 尾道支店長

野 口 　 悟 執 行 役 員 今治支店長

荒 木 裕 三 執 行 役 員 呉支店長兼呉市役所出張所長

部 谷 俊 雄 執 行 役 員 本店営業部本店長
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（注） １.  平成26年４月１日付で次のとおり執行役員の地位及び担当の変更を行いました。

氏　名 地　位 担　当

吉 野 勇 治 常 務 執 行 役 員 東京支店長

三 吉 吉 三 執 行 役 員 リスク統括部担当補佐

小 嶋 泰 紀 執 行 役 員 監査部長

 ２.  平成26年４月１日付で次のとおり執行役員に就任いたしました。

氏　名 地　位 担　当

神 原 紳 造 執 行 役 員 西条支店長兼広島空港出張所長兼東広島市役所出張所長

神 田 和 幸 執 行 役 員 岡山支店長

妻 﨑 博 之 執 行 役 員 徳山支店長

　（2） 会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支 給 人 数 報 酬 等

取 締 役 13人 447

監 査 役 5人 82

計 18人 529
（注） １.   上記には、平成25年６月26日開催の第102期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名に対

する報酬等の額を含んでおります。
 ２.   取締役（社外取締役を除く）に対する報酬等は、確定金額報酬、業績連動型報酬及び株式報酬型ストッ

ク・オプションとしております。社外取締役に対する報酬等は、確定金額報酬としております。
 　 a．取締役に対する確定金額報酬の報酬限度額は月額30百万円としております。
 　　　（平成２年６月28日第79期定時株主総会決議）
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 　 b． 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型報酬の報酬額は連結当期純利益を基準としており、
報酬枠は次のとおりとしております。

 　　　（平成22年６月29日第99期定時株主総会決議）
連結当期純利益水準 報酬枠

210億円超 80百万円
180億円超 〜 210億円以下 70百万円
150億円超 〜 180億円以下 60百万円
120億円超 〜 150億円以下 50百万円
90億円超 〜 120億円以下 40百万円
60億円超 〜 90億円以下 30百万円
30億円超 〜 60億円以下 20百万円

〜 30億円以下 ─
 　 c． 取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬限度額は年額１億50

百万円としております。
 　　　（平成22年６月29日第99期定時株主総会決議）
 ３.   監査役に対する報酬は、全て確定金額報酬としており報酬限度額は月額７百万円としております。
 　　（平成22年６月29日第99期定時株主総会決議）
 ４.   上記の報酬等には、当事業年度に係る業績連動型報酬80百万円、当事業年度に係る株式報酬型ストッ

ク・オプションの報酬額107百万円を含んでおります。
 ５.   当行は平成22年６月29日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰

労金制度を廃止し、第99期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度
廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各人の退任時に贈呈することを決議しました。
これに基づき、上記のほか、当期中に退任した取締役２名に対し51百万円の退職慰労金を支給してお
ります。
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３　社外役員に関する事項
　（1） 社外役員の兼職その他の状況

氏　名 兼職その他の状況
住 川 　 雅 洋 （ 取 締 役 ） 該当ありません
髙 木 　 誠 一 （ 監 査 役 ） 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所　代表取締役会長
前 川 　 功 一 （ 監 査 役 ） 学校法人石田学園広島経済大学　学長
武 井 　 康 年 （ 監 査 役 ） 弁護士法人広島総合法律会計事務所　所長弁護士

広島ガス株式会社　社外監査役
（注） １.   監査役の髙木誠一は、株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所の代表取締役でありますが、当行は、

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所との間に貸出金等の取引があります。
 ２.   取締役の住川雅洋、監査役の前川功一及び武井康年は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であ

ります。

　（2） 社外役員の主な活動状況
氏　名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言

その他の活動状況
住 川 　 雅 洋 （ 取 締 役 ）  　 9 ヵ 月 取締役会12回開催の

うち12回出席
過去に日本銀行の支店長及び地
域金融機関の経営者を務めた見
地から、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するため
の発言を行っております。

髙 木 　 誠 一 （ 監 査 役 ） 7 年 9 ヵ 月 取締役会14回開催の
うち13回出席
監査役会13回開催の
うち11回出席

会社経営者としての見地から、
取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための
発言を行っております。

前 川 　 功 一 （ 監 査 役 ） 2 年 9 ヵ 月 取締役会14回開催の
うち９回出席
監査役会13回開催の
うち10回出席

学識者としての専門的見地から、
独立した立場で取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。

武 井 　 康 年 （ 監 査 役 ） 2 年 9 ヵ 月 取締役会14回開催の
うち12回出席
監査役会13回開催の
うち13回出席

弁護士としての専門的見地から、
独立した立場で取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。

（注） 取締役の住川雅洋につきましては、平成25年6月26日就任後の状況を記載しております。

　（3） 社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支 給 人 数 銀 行 か ら の 報 酬 等 銀行の親会社等からの報酬等
報 酬 等 の 合 計 4 人 26

（―） ―

（注） （　）内は、社外役員に対する報酬以外の金額を内書きしております。17



４　当行の株式に関する事項
　（1） 株　　式　　数 発行可能株式総数 2,000,000千株
 発行済株式の総数 621,007千株
  （自己株式4,259千株を除く。）
　　　 （注）株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　（2） 当年度末株主数  18,256名
　（3） 大　　株　　主

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当 行 へ の 出 資 状 況

持 株 数 等 持 株 比 率

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 26,575 千株 4.27 ％

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 19,009 3.06

日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社 16,687 2.68

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 16,588 2.67

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 15,000 2.41

シ ー ピ ー 化 成 株 式 会 社 14,927 2.40

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 14,008 2.25

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 12,076 1.94

中 国 電 力 株 式 会 社 12,008 1.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11,383 1.83
（注） １.   持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
 ２.   持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
 ３.   持株比率は、自己株式（4,259千株）を控除して計算しております。
 ４.   持株比率の計算上、当行が三菱UFJ信託銀行株式会社（従業員持株ESOP信託）に対し、第三者割当で

処分した2,434千株を上記の自己株式に含んで計算しております。
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　（4） その他株式に関する重要な事項
　　 （従業員持株ESOP信託）
　　 　当行は平成23年５月13日開催の取締役会において、従業員インセンティブ・プラン「従

業員持株ESOP信託」（以下、「ESOP信託」という。）の導入を決議し、同年６月１日に信
託契約を締結しました。

　　①　ESOP信託導入の目的
　　　 　従業員の財産形成を促進する福利厚生制度の拡充を図るとともに、当行の業績や株価

への意識を高め企業価値向上を図ることを目的とし、当行従業員へのインセンティブ・
プランであるESOP信託を導入しました。

　　②　ESOP信託の概要
　　　 　ESOP信託とは、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考に、

従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当行
株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を
図る目的を有するものをいいます。

　　　 　当行が「広島銀行従業員持株会」（以下、「当行持株会」という。）に加入する従業員
のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は５年間にわた
り当行持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を一括して取得します。その後、当
該信託は当行株式を毎月一定日に当行持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇
により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配され
ます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費
貸借契約の保証条項に基づき、当行が借入先銀行に対して一括して弁済するため、従業
員への追加負担はありません。

　　③　信託契約の内容
　　　イ．信託の種類　　　特定単独運用の金銭信託（他益信託）
　　　ロ．委託者　　　　　当行
　　　ハ．受託者　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社
　　　ニ．受益者　　　　　当行持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
　　　ホ．信託管理人　　　当行と利害関係のない第三者
　　　ヘ．信託契約日　　　平成23年６月１日
　　　ト．信託の期間　　　平成23年６月１日〜平成28年６月10日
　　　チ．議決権行使　　　 受託者は、当行持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の

指図に従い、当行株式の議決権を行使します。
　　　リ．取得株式の種類　当行普通株式
　　　ヌ．取得株式の総額　1,999,715,000円
　　　ル．株式の取得方法　当行自己株式の第三者割当により取得19



５　当行の新株予約権等に関する事項
　（1） 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を除く）

① 名称
　 株式会社広島銀行第1回新株予約権
② 目的となる株式の種類及び数
　 普通株式　182,400株
③ 権利行使価格（１株当たり）
　 １円
④ 新株予約権の行使期間
　 平成22年７月29日〜平成52年７月28日
⑤ 権利行使についての条件
　  新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌

日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。

6名

① 名称
　 株式会社広島銀行第２回新株予約権
② 目的となる株式の種類及び数
　 普通株式　199,400株
③ 権利行使価格（１株当たり）
　 １円
④ 新株予約権の行使期間
　 平成23年７月28日〜平成53年７月27日
⑤ 権利行使についての条件
　  新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌

日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。

6名

① 名称
　 株式会社広島銀行第３回新株予約権
② 目的となる株式の種類及び数
　 普通株式　365,400株
③ 権利行使価格（１株当たり）
　 １円
④ 新株予約権の行使期間
　 平成24年７月28日〜平成54年７月27日
⑤ 権利行使についての条件
　  新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌

日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。

8名
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を除く）

① 名称
　 株式会社広島銀行第４回新株予約権
② 目的となる株式の種類及び数
　 普通株式　267,400株
③ 権利行使価格（１株当たり）
　 １円
④ 新株予約権の行使期間
　 平成25年７月26日〜平成55年７月25日
⑤ 権利行使についての条件
　  新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌

日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。

10名

社外取締役 ─ ─

監査役 ─ ─

　（2） 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　　　該当ありません。

６　会計監査人に関する事項
　（1） 会計監査人の状況

（単位：百万円）
氏 名 又 は 名 称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

有限責任　あずさ監査法人
指定有限責任社員　尾﨑　更三
指定有限責任社員　柿沼　幸二
指定有限責任社員　河合聡一郎

74

当行は、会計監査人に対して、
公認会計士法第2条第1項の業務
以外の業務である、米国外国口
座税務コンプライアンス法及び
バーゼルⅢへの対応に係る助言
業務等を委託し、対価を支払っ
ています。

当行及び当行子会社が会計監査人に支払うべき
金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 76 百万円

（注）  当行が支払うべき会計監査人としての報酬等の額は、当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法
に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないた
め、これらの合計額を記載しております。
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　（2） 会計監査人に関するその他の事項
　　　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　　　 　当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反抵触した場合及び公序良俗に

反する行為があったと判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を検討・審議いたし
ます。

７　業務の適正を確保する体制
　　・ 当行は、「地域社会との強い信頼関係で結ばれた、頼りがいのある＜ひろぎんグループ＞

を構築する」という経営ビジョンのもと、地域社会の発展に寄与するため、健全で透明
性の高い経営を目指しています。

　　・ そのため、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、あらゆ
る法令やルールを厳格に遵守した誠実な企業活動に努めるほか、当行を取り巻く種々の
リスクを適切にコントロールするためのリスク管理態勢を構築しています。

　　・ 具体的には、取締役会は、法令等及び外部環境の変化に対応して、経営の基本方針及び
重要な規程を制定・改正するとともに、半期ごとに「経営計画」、「コンプライアンス・
プログラム」及び「統合的リスク管理方針書」 等を策定し、各部店は、これらに基づき
業務を運営しています。各部店での業務運営については、内部監査部門が、取締役会の
決議による「内部監査規程」等に基づいて監査しています。

　　・ また、取締役会は、四半期ごとの「経営計画の実施状況」、「コンプライアンス・プログ
ラムの実施状況」及び「統合的リスク管理の状況」等の業務の執行状況に係る報告に加
えて、毎月、「内部監査結果」に係る報告を受け、業務が経営の基本方針・諸規程等に
基づいて適切に運営されていることを確認するとともに、改善が必要な事項があった場
合には、都度、改善・是正をしています。

　　・ 加えて、株式会社東京証券取引所の「独立役員」の基準を満たす社外取締役を選任する
など、コーポレート・ガバナンス及び業務の適正を確保する体制の強化に継続的に努め
ています。

　（1） 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　　・ 当行では、「倫理規程」・「服務規程」・「コンプライアンス規程」を制定し、従事者の行

動基準等を明記するほか、法令等遵守を徹底する具体的な実施計画として、半期ごとに、
「コンプライアンス・プログラム」を取締役会で決議し、四半期ごとにその実施状況を
取締役会に報告しています。また、法令等遵守の徹底と企業倫理の確立を図るため、コ
ンプライアンス委員会を設置し、法令等遵守に係る事項を審議・検討するなど、法令等
遵守違反の未然防止を図っています。

　　・ 加えて、法令等遵守に係る諸問題について、部店内で解決が図れない事情又は報告・相
談ができない事情がある場合、従事者が、コンプライアンス統括部又は社外弁護士に、
直接、報告・相談できる「ホットライン制度」を設置しています。
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　　・ 上記の「倫理規程」等諸規程、コンプライアンス委員会等の組織体制及び「ホットライ
ン制度」等の諸制度について平易に解説した「コンプライアンス・マニュアル」を全従
事者に配付し、研修で活用するなど、周知徹底を図っています。

　　・ また、「倫理規程」において、当行は、「ディスクロージャーの充実による経営情報の公
正な開示を通じて、経営の透明性を高めるとともに、広く利用者意見を反映した経営を
行う。」ことを定めているほか、「経理規程」及び「財務報告に係る内部統制に関する規
程」を制定し、連結ベースで適時・適正な財務報告を行う態勢を整備しています。

　　・ さらに、「倫理規程」において、当行は、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力等とは、他社（信販会社等）との提携による金融サービスの提供などの取引を含
め一切の関係を遮断する。万一、不当要求等があった場合には、警察当局等と連携のう
えあらゆる法的手段を講じ断固として対決する｡」ことを基本方針として定め、反社会
的勢力等との関係遮断に係る態勢を構築しています。 

　　・ 法令等遵守に加えて、当行では、お客さまの保護及び利便の向上に係る態勢の整備・確
立に関する大綱として「顧客保護等管理規程」を制定し、全従事者が銀行の社会的責任
と公共的使命を十分認識するなかで、お客さまへの説明、相談・苦情等への対応や情報
管理など、お客さまの視点に立った誠実かつ公正な業務の遂行に努めています。

　　・ 金融円滑化や「経営者保証に関するガイドライン」への対応についても、「与信基本原
則規程」や「金融円滑化管理に関する基本方針」を制定し、お客さまへの円滑な資金の
提供のほか、経営相談や経営改善に関する支援など適切な対応に係る態勢を整備してい
ます。

　（2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　・ 当行では、「取締役会規程」において、取締役会議事録を10年間保存することを定め、

取締役の職務の執行に係る重要な情報として、適切に保存及び管理しています。
　　・ また、経営会議・審査会等の議事録等の重要な情報についても、行内諸規程に基づき、

各部店において適切に保存及び管理しており、その状況を、内部監査部門が、「内部監
査規程」等に基づいて監査しています。

　（3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　・ 当行では、銀行業務を取り巻く種々のリスクに適切に対応するため、「統合的リスク管

理規程」に基づき、各リスクを統合的に把握・分析し、当行の経営に重大な影響を与え
る損失の発生及び拡大の防止を図るとともに、経営体力や収益性等とのバランスのとれ
た適切なリスク管理を行っています。

　　・ 適切なリスク管理を実施するため、半期ごとに、 「統合的リスク管理方針書」を取締役会
で決議し、四半期ごとに「統合的リスク管理の状況」を取締役会に報告しています。ま
た、随時、統合的リスク管理委員会を開催し、各リスクをモニタリングしています。

　　・ 一方で、リスクに見合った適切な自己資本を確保し、経営の健全性維持に資することを
目的として、「自己資本管理規程」を制定し、バーゼルⅢにおける自己資本比率規制へ
の対応も含め、適正な自己資本管理を行っています。
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　　・ また、地震等の大規模災害など、業務が継続できなくなるリスクへ適切に対応するため、
「業務継続計画（BCP）」として優先して継続する重要業務等を「危機管理規程」に定め
るほか定期的に危機発生時を想定した模擬訓練を行うなど、適切な危機管理態勢を構築
しています。

　（4） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　・ 当行では、以下の体制を構築することにより、取締役の職務の執行の効率化を図ってい

ます。
　　①　 取締役会は、経営会議及び審査会を設置し、取締役会が決定した基本方針に基づく経

営全般の重要事項の決定を経営会議に、重要な貸出案件の審議を審査会に委任し、効
率的な業務運営を実施しています。

　　②　 取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、業務の分掌及び職制並びに
職務の権限に関する規程を整備し、各部門が、相互に連携しつつ、牽制機能が有効に
発揮される形態で業務を分担執行しています。

　（5） 当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　・ 当行では、健全かつ円滑なグループ経営を図るため、「グループ会社運営・管理規程」

を制定し、グループ会社の運営・管理に関する方針及び統括管理部署等の組織体制を明
確にしています。コンプライアンス及びリスク管理への対応は、当行が制定している

「コンプライアンス規程」・「統合的リスク管理規程」における基本方針に基づき、統一
的に実施しています。

　　・ また、グループ会社の業務を所管する部門の取締役・部長等を当該グループ会社の取締
役・監査役として派遣し、業務の運営・執行状況を監視・監督しています。

　　・ 加えて、当行は、「グループ会社協議・報告基準」に基づいて、グループ会社から定例
または随時の協議・報告を受け、適時適切な対応をしているほか、当行の内部監査部門
が、グループ会社の内部監査を実施し、その結果を当行取締役会に報告しています。

　（6）  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　・ 当行では、平成18年4月に監査役の職務を補助する組織として監査役会事務局を新設し、
監査役会の指揮下に置いています。

　　・ 当行では、「職制規程」に基づき、監査役会事務局長は、監査役の指揮に従いその職務
を補助し、また、監査役会事務局長の人事異動・評価についても監査役と協議すること
としています。

　（7） 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　　・ 当行では、監査役は、行内諸規程に基づき、取締役会、経営会議、審査会などの重要な

会議に出席しています。
　　・ また、「服務規程」に、職員からの監査役に対する報告ルールを定め、法令等に違反す

る行為等が発生した場合には、各部店のコンプライアンス管理者又は部店長若しくはコ
ンプライアンス統括部長から、監査役に遅滞なく報告する体制を構築しています。
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株　主　総　会

審査会経営会議

監査役会
監査役５名

取締役会
取締役11名

（うち社外取締役１名）

会計監査人
有限責任 あずさ監査法人

選
任・解
任

選任・解任

※上記のほか、執行役員12名（平成26年４月１日現在）を取締役会で選任し、業務を執行させております。

＊参考資料「模式図」
　（業務執行・経営の監視の仕組み）

　　・ 上記にかかわらず、各部店は、監査役からの依頼・要請に基づいて、随時、業務の執行
状況に係る必要な報告・説明をしています。

　（8） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　・ 監査役は、代表取締役と定期的に会合を開き、監査上の重要課題等について意見を交換

するほか、会計監査人とも定期的に会合を開くなど積極的に意見を交換しています。
　　・ 監査役は、その他の取締役及び使用人とも定期的に会合を開くなど、監査態勢の整備を

行っています。
　　・ また、監査役は、内部監査部門と定期的に意見及び情報の交換を行うとともに、必要に

応じて随時、内部監査部門の営業店監査に立会うほか監査結果の報告を求めるなど、緊
密な連係を図り、効率的な監査の実施と監査の実効性の向上に努めています。

　　＊参考資料「模式図」をご参照下さい。
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報告

協議・確認

報告

報告

指導 指導報告･連絡･相談
報告･連絡･相談

支援・指導

報告･連絡･相談

監
査
役
会
事
務
局

監
査
役（
監
査
役
会
）

取締役会

弁護士

ホットライン

ホットライン
コンプライアンス統括部

職
務
執
行
監
査

内
部
監
査

報
告

コンプライアンス委員会
（事務局：コンプライアンス統括部）

監査部
（コンプライアンス

監視者）

本店部
（コンプライアンス管理者）

営業店
（コンプライアンス管理者）

監
査
役
会
事
務
局

監
査
役（
監
査
役
会
）

取締役会

営業店・本店部・グループ会社

経営会議
審査会

統合的リスク管理委員会 コンプライアンス委員会

リスク統括部（全行のリスク管理統括）

【
統
括
部
署
】

リ
ス
ク
の
区
分

【業務運営
部署】

【
事
務
統
括
部
】

事
務
リ
ス
ク

【
I
T
統
括
部
】

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

【
人
事
総
務
部
】

人
的
リ
ス
ク

【
人
事
総
務
部
】

有
形
資
産
リ
ス
ク

【
総
合
企
画
部
】

風
評
リ
ス
ク

【
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
部
】

法
務
リ
ス
ク

【
リ
ス
ク
統
括
部
】

信
用
リ
ス
ク

【
リ
ス
ク
統
括
部
】

市
場
リ
ス
ク

【
リ
ス
ク
統
括
部
】

流
動
性
リ
ス
ク

オペリスク【リスク統括部】

監
査
部

　（法令等遵守体制）

　（リスク管理体制）
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（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資　 産　 の　 部 ） （ 負　 債　 の　 部 ）
現 金 預 け 金

現 金
預 け 金

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券
特 定 金 融 派 生 商 品

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
買 入 外 国 為 替
取 立 外 国 為 替

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
前 払 費 用
未 収 収 益
金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
その他の無形固定資産

前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金
投 資 損 失 引 当 金

197,940
83,571

114,369
13,989
4,702

12,589
853

11,735
156

1,989,145
1,128,322

142,880
162,146
108,139
447,656

4,804,602
26,073

152,348
4,030,060

596,119
8,059
6,461

512
1,086

28,796
9
0

6,709
7,346

14,729
85,278
12,838
58,139

864
116

13,319
8,092
6,127
1,964

30,860
8,605

45,870
△ 32,700
△ 4,990

預 金 6,188,148
当 座 預 金 306,185
普 通 預 金 3,072,351
貯 蓄 預 金 73,196
通 知 預 金 54,876
定 期 預 金 2,335,439
定 期 積 金 44
そ の 他 の 預 金 346,054

譲 渡 性 預 金 166,124
コ ー ル マ ネ ー 38,009
債券貸借取引受入担保金 192,120
特 定 取 引 負 債 10,345

特 定 金 融 派 生 商 品 10,345
借 用 金 99,724

借 入 金 99,724
外 国 為 替 900

売 渡 外 国 為 替 788
未 払 外 国 為 替 111

社 債 50,000
信 託 勘 定 借 58
そ の 他 負 債 40,784

未 決 済 為 替 借 333
未 払 法 人 税 等 5,876
未 払 費 用 7,254
前 受 収 益 2,004
給 付 補 填 備 金 1
金 融 派 生 商 品 9,541
リ ー ス 債 務 903
資 産 除 去 債 務 279
そ の 他 の 負 債 14,587

睡眠預金払戻損失引当金 1,304
ポ イ ン ト 引 当 金 63
再評価に係る繰延税金負債 16,075
支 払 承 諾 45,870
負 債 の 部 合 計 6,849,529
（ 純 資 産 の 部 ）
資 本 金 54,573
資 本 剰 余 金 30,634

資 本 準 備 金 30,634
利 益 剰 余 金 217,010

利 益 準 備 金 40,153
そ の 他 利 益 剰 余 金 176,857

別 途 積 立 金 154,604
繰 越 利 益 剰 余 金 22,253

自 己 株 式 △ 1,740
株 主 資 本 合 計 300,478
その他有価証券評価差額金 26,108
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 1,447
土 地 再 評 価 差 額 金 26,040
評価・換算差額等合計 50,701
新 株 予 約 権 287
純 資 産 の 部 合 計 351,468

資 産 の 部 合 計 7,200,997 負債及び純資産の部合計 7,200,997

第103期末（平成26年3月31日現在）貸借対照表
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（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 142,361
資 金 運 用 収 益 85,890

貸 出 金 利 息 66,057
有 価 証 券 利 息 配 当 金 18,390
コ ー ル ロ ー ン 利 息 236
預 け 金 利 息 101
そ の 他 の 受 入 利 息 1,104

信 託 報 酬 109
役 務 取 引 等 収 益 24,554

受 入 為 替 手 数 料 7,745
そ の 他 の 役 務 収 益 16,809

特 定 取 引 収 益 355
商 品 有 価 証 券 収 益 161
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 193

そ の 他 業 務 収 益 18,865
外 国 為 替 売 買 益 1,860
国 債 等 債 券 売 却 益 16,759
金 融 派 生 商 品 収 益 244
そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 12,586
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 6,104
償 却 債 権 取 立 益 16
株 式 等 売 却 益 3,467
そ の 他 の 経 常 収 益 2,997

経 常 費 用 104,223
資 金 調 達 費 用 9,625

預 金 利 息 3,980
譲 渡 性 預 金 利 息 332
コ ー ル マ ネ ー 利 息 180
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 372
借 用 金 利 息 2,520
社 債 利 息 1,019
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 720
そ の 他 の 支 払 利 息 497

役 務 取 引 等 費 用 8,500
支 払 為 替 手 数 料 2,702
そ の 他 の 役 務 費 用 5,798

そ の 他 業 務 費 用 19,553
国 債 等 債 券 売 却 損 19,519
国 債 等 債 券 償 却 33

営 業 経 費 55,777
そ の 他 経 常 費 用 10,766

貸 出 金 償 却 6,986
株 式 等 売 却 損 1,311
株 式 等 償 却 41
そ の 他 の 経 常 費 用 2,427 　

経 常 利 益 38,138
特 別 利 益 32

固 定 資 産 処 分 益 32
特 別 損 失 685

固 定 資 産 処 分 損 95
減 損 損 失 588
そ の 他 の 特 別 損 失 1 　

税 引 前 当 期 純 利 益 37,485
法人税、住民税及び事業税 8,953
法 人 税 等 調 整 額 6,081
法 人 税 等 合 計 15,034
当 期 純 利 益 22,450

第103期（平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで）損益計算書
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（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 54,573 30,634 30,634 40,153 141,604 16,762 198,520 △ 2,191 281,537
当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △ 4,031 △ 4,031 ― △ 4,031
別途積立金の積立 ― ― ― ― 13,000 △ 13,000 ― ― ―
当期純利益 ― ― ― ― ― 22,450 22,450 ― 22,450
自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △ 10 △ 10
自己株式の処分 ― ― ― ― ― △ 19 △ 19 461 441
土地再評価差額金の取崩 ― ― ― ― ― 91 91 ― 91
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― ― ― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― ― 13,000 5,490 18,490 450 18,941
当期末残高 54,573 30,634 30,634 40,153 154,604 22,253 217,010 △ 1,740 300,478

評価・換算差額等

新株予約権 純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等
合計

当期首残高 25,796 △ 1,874 26,132 50,054 241 331,834
当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △ 4,031
別途積立金の積立 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― ― ― 22,450
自己株式の取得 ― ― ― ― ― △ 10
自己株式の処分 ― ― ― ― ― 441
土地再評価差額金の取崩 ― ― ― ― ― 91
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 311 426 △ 91 647 45 692

当期変動額合計 311 426 △ 91 647 45 19,633
当期末残高 26,108 △ 1,447 26,040 50,701 287 351,468

第103期（平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで）株主資本等変動計算書
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連結計算書類の作成方針
　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の
２に基づいております。

（1） 連結の範囲に関する事項
　①　連結される子会社及び子法人等 ６社
　　　　ひろぎんビジネスサポート株式会社
　　　　ひろぎんモーゲージサービス株式会社
　　　　しまなみ債権回収株式会社
　　　　ひろぎんウェルスマネジメント株式会社
　　　　Hiroshima Finance （Cayman） Limited
　　　　Hiroshima Preferred Capital Cayman Limited
　②　非連結の子会社及び子法人等
　　　　エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
　　　 　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、

利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等から
みて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断
を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

（2） 持分法の適用に関する事項
　①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　　該当なし
　②　持分法適用の関連法人等 ５社
　　　　ひろぎんウツミ屋証券株式会社
　　　　ひろぎん保証株式会社
　　　　ひろぎんリース株式会社
　　　　ひろぎんオートリース株式会社
　　　　ひろぎんカードサービス株式会社
　③　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
　　　　エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
　　　 　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利

益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみ
て、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対
象から除いております。

　④　持分法非適用の関連法人等
　　　　該当なし

（3） 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　①　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
　　　　３月末日 ５社
　　　　１月24日 １社
　②　 １月24日を決算日とする連結される子会社及び子法人等については、３月末日現在で実

施した仮決算に基づく計算書類により、またその他の連結される子会社及び子法人等に
ついては、それぞれの決算日の計算書類により連結しております。

（4） のれんの償却に関する事項
　　　該当なし

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

30

計
算
書
類
等



（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資　 産　 の　 部 ） （ 負　 債　 の　 部 ）
現 金 預 け 金
コールローン及び買入手形
買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
その他の無形固定資産

退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

197,940
13,989
4,702

12,589
156

1,986,123
4,804,602

8,059
29,889
85,297
12,849
58,139

864
116

13,326
8,103
6,138
1,965

34,395
6,654

45,870
△ 32,798

預 金 6,185,611
譲 渡 性 預 金 165,954
コールマネー及び売渡手形 38,009
債券貸借取引受入担保金 192,120
特 定 取 引 負 債 10,345
借 用 金 99,724
外 国 為 替 900
社 債 50,000
信 託 勘 定 借 58
そ の 他 負 債 40,984
退 職 給 付 に 係 る 負 債 23
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 22
睡眠預金払戻損失引当金 1,304
ポ イ ン ト 引 当 金 63
再評価に係る繰延税金負債 16,075
支 払 承 諾 45,870
負 債 の 部 合 計 6,847,068
（ 純 資 産 の 部 ）
資 本 金 54,573
資 本 剰 余 金 30,635
利 益 剰 余 金 221,787
自 己 株 式 △ 1,754
株 主 資 本 合 計 305,242
その他有価証券評価差額金 26,122
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 1,447
土 地 再 評 価 差 額 金 26,040
為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 0
退職給付に係る調整累計額 2,262
その他の包括利益累計額合計 52,977
新 株 予 約 権 287
純 資 産 の 部 合 計 358,507

資 産 の 部 合 計 7,205,576 負債及び純資産の部合計 7,205,576

第103期末（平成26年3月31日現在）連結貸借対照表
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（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 143,784
資 金 運 用 収 益 85,728

貸 出 金 利 息 66,057
有 価 証 券 利 息 配 当 金 18,228
コールローン利息及び買入手形利息 236
預 け 金 利 息 101
そ の 他 の 受 入 利 息 1,104

信 託 報 酬 109
役 務 取 引 等 収 益 25,779
特 定 取 引 収 益 355
そ の 他 業 務 収 益 18,865
そ の 他 経 常 収 益 12,946

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 6,082
償 却 債 権 取 立 益 16
そ の 他 の 経 常 収 益 6,848

経 常 費 用 104,388
資 金 調 達 費 用 8,837

預 金 利 息 3,980
譲 渡 性 預 金 利 息 332
コールマネー利息及び売渡手形利息 180
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 372
借 用 金 利 息 1,733
社 債 利 息 1,019
そ の 他 の 支 払 利 息 1,218

役 務 取 引 等 費 用 9,139
そ の 他 業 務 費 用 19,553
営 業 経 費 56,080
そ の 他 経 常 費 用 10,778

そ の 他 の 経 常 費 用 10,778 　
経 常 利 益 39,395
特 別 利 益 32

固 定 資 産 処 分 益 32
特 別 損 失 685

固 定 資 産 処 分 損 95
減 損 損 失 588
そ の 他 の 特 別 損 失 1 　

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 38,742
法人税、住民税及び事業税 9,041
法 人 税 等 調 整 額 6,033
法 人 税 等 合 計 15,075
少数株主損益調整前当期純利益 23,666
少 数 株 主 利 益 784
当 期 純 利 益 22,882

第103期（平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで）連結損益計算書
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第103期（平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

当期首残高 54,573 30,635 202,865 △ 2,204 285,869

当期変動額

剰余金の配当 ― ― △ 4,031 ― △ 4,031

当期純利益 ― ― 22,882 ― 22,882

自己株式の取得 ― ― ― △ 10 △ 10

自己株式の処分 ― ― △ 19 461 441

土地再評価差額金の取崩 ― ― 91 ― 91

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― 18,922 450 19,373

当期末残高 54,573 30,635 221,787 △ 1,754 305,242

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主
持分

純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当期首残高 25,809 △ 1,874 26,132 △ 0 ― 50,067 241 30,172 366,351

当期変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ― ― △ 4,031

当期純利益 ― ― ― ― ― ― ― ― 22,882

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △ 10

自己株式の処分 ― ― ― ― ― ― ― ― 441

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― ― ― ― ― ― 91

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 312 426 △ 91 0 2,262 2,910 45 △ 30,172 △ 27,216

当期変動額合計 312 426 △ 91 0 2,262 2,910 45 △ 30,172 △ 7,843

当期末残高 26,122 △ 1,447 26,040 △ 0 2,262 52,977 287 ― 358,507
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成26年５月７日

株 式 会 社　広　島　銀　行
　取 締 役 会　御中

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社広島銀行の平成25年４月１日から平成26
年３月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 﨑 更 三 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柿 沼 幸 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 　 合 　 聡 一 郎 ㊞
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成26年５月７日

株 式 会 社　広　島　銀　行
　取 締 役 会　御中

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社広島銀行の平成25年４月１日から平成26年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社広島銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 﨑 更 三 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柿 沼 幸 二 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 　 合 　 聡 一 郎 ㊞
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第103期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　 　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本店及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法
に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並
びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書）に
ついて検討いたしました。
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２．監査の結果
　（1） 事業報告等の監査結果
　　一 　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。
　　二 　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。
　　三 　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

　（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　 　会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
　（3） 連結計算書類の監査結果
　　 　会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
　　　平成26年５月７日

株式会社　広島銀行　　監査役会
常任監査役（常勤） 瀬 川 清 文 ㊞

常任監査役（常勤） 水 野 上 　 広 　 司 ㊞

社外監査役 髙 木 誠 一 ㊞

社外監査役 前 川 功 一 ㊞

社外監査役 武 井 康 年 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　 　剰余金処分につきましては、経営体質強化のための内部留保充実に意を用いつつ、 
「安定配当金」に加え、連結当期純利益の実績に応じた「業績連動型の配当金」をお支払い
いたしております。

　 　これにより、第103期の期末配当および剰余金の処分は、以下のとおりといたしたいと 
存じます。

　１．期末配当に関する事項
　　（1） 配当財産の割当てに関する事項、およびその種類と総額
　　　　当行普通株式１株につき、４円50銭の金銭による配当を実施いたしたいと存じます。
　　　　なお、この場合の配当総額は2,805,484,829円となります。
　　（2） 当該剰余金の配当がその効力を生じる日（支払開始日）
　　　　平成26年６月27日といたしたいと存じます。

　２．剰余金の処分に関する事項
　　（1） 増加する剰余金の項目およびその額
　　　　　別途積立金 16,000,000,000円
　　（2） 減少する剰余金の項目およびその額
　　　　　繰越利益剰余金 16,000,000,000円

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

38

株
主
総
会
参
考
書
類



第２号議案　取締役２名選任の件
　 　取締役　塚本誠氏および川﨑弘敬氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、 

取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

氏
ふり

名
がな

（ 生　 年　 月　 日 ）
略 歴、 地 位、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当行

の 株 式 数

1 三
み

吉
よし

吉
きち

三
そう

（昭和34年 7 月 4 日生）

昭和57年 4 月　当行入行
平成15年 6 月　融資第二部担当課長兼審査役
平成16年11月　法務コンプライアンス室担当部長
平成19年 6 月　コンプライアンス統括部長
平成21年 4 月　融資第二部長
平成22年11月　執行役員岡山支店長
平成26年 4 月　執行役員（リスク統括部担当補佐）
 現在に至る

4,000株

2 小
こ

嶋
じま

泰
やす

紀
のり

（昭和33年 2 月 7 日生）

昭和55年 4 月　当行入行
平成17年10月　県庁支店長
平成20年 4 月　リスク統括部長
平成22年 4 月　営業統括部長
平成24年 4 月　執行役員西条支店長兼
 広島空港出張所長兼
 東広島市役所出張所長
平成26年 4 月　執行役員監査部長
 現在に至る

14,000株

（注） １.  三吉吉三氏および小嶋泰紀氏は、新任の取締役候補者であります。
 ２.  各候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査役１名選任の件
　 　監査役　髙木誠一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の

選任をお願いいたしたいと存じます。
　 　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏
ふり

名
がな

（ 生　 年　 月　 日 ）
略 歴、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当行

の 株 式 数

髙
たか

木
き

誠
せい

一
いち

（昭和23年 9 月16日生）

昭和53年 6 月　株式会社タカキベーカリー入社
平成 3 年 3 月　株式会社アンデルセン代表取締役社長
平成 7 年 3 月　株式会社タカキベーカリー代表取締役社長
平成15年 4 月　 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所 

代表取締役社長
平成18年 4 月　株式会社アンデルセン取締役会長
平成18年 6 月　当行監査役
平成25年 4 月　 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所 

代表取締役会長（現任）
 現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所代表取締役会長

11,000株

（注） １.   候補者　髙木誠一氏は、株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所の代表取締役でありますが、当行
と同社の間において貸出金等の取引があります。

 ２.  髙木誠一氏は、社外監査役候補者であります。
 ３.   髙木誠一氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、企業経営にかかる幅広い知識と

高い見識を備えており、経営の監視や適切な助言が期待できるため、社外監査役として選任をお願いす
るものであります。

 ４.  髙木誠一氏の当行監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。

以　上
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（ご参考）
　第103期（平成26年３月31日現在）信託財産残高表

（単位：百万円）

資 産 金 額 負 債 金 額

信 託 受 益 権 30,432 金 銭 信 託 30,406

有 形 固 定 資 産 629 包 括 信 託 713

銀 行 勘 定 貸 58

現 金 預 け 金 0

合 計 31,120 合 計 31,120
（注） １.  共同信託他社管理財産については取扱残高はありません。
 ２.  元本補てん契約のある信託については取扱残高はありません。
 ３.  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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＜インターネットにより議決権行使をされる場合のお手続きおよび取扱い等について＞
　インターネットにより議決権行使をされる場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきます
ようお願い申しあげます。
　当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはい
ずれも不要です。

記
１．議決権行使サイトについて
　（1）  インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当行の指定する議決権

行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。
（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

　（2）  インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設
定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によっ
ては、ご利用できない場合もございます。

　（3）  インターネットによる議決権行使は、平成26年6月25日（水曜日）の午後6時まで受け付けいた
しますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合
わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
　（1）  議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログイ

ンID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
　（2）  株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止す

るため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いするこ
とになりますのでご了承ください。

　（3）  株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

３．複数回にわたり議決権を行使された場合の取り扱い
　（1）  書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権

行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
　（2）  インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効

とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　　 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さま

のご負担となりますので、ご了承ください。
以　上

システム等に関するお問い合わせ
　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
・電話　0120-173-027（受付時間　9:00〜21:00、通話料無料）
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


